
　全国で自転車運転中に交通事故で亡くなられた方のうち、約６割は頭部に致命傷を負っていま
す。
　また、自転車に乗車中の交通事故で、ヘルメットを着用していなかった方の死亡率は、着用して
いた方に比べて約2.2倍も高くなっています。
　交通事故の被害を軽減するためには、頭部を守ることがとても重要です。

　自転車に乗るときは、『大人も子供も』ヘルメットを着用しましょう。
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自転車に乗るときはヘルメットをかぶろう！!

　令和４年４月27日に公布された
「改正道路交通法」により、今後
全ての自転車利用者に対して、
ヘルメットの着用が努力義務
となります。 ※ 公布日から１年以内に施行
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